
令和２年度 松浪地区まちぢから協議会 第８回 運営委員会 次第 

日時 令和２年１２月１６日（水）９：３０～  

場所 松浪コミュニティセンター ホール１・２ 

１ 開会（前田会長） 

２ 議事 

（１）公募委員の募集及び選考について 

（２）その他 

３ 防災対策部会からの進捗報告 

４ 自治会長部会からの進捗報告 

５ 市民安全部会からの進捗報告 

６ 自治会館の管理運営について 

７ 松浪コミュニティセンター・子どもの家「なみっこ」の管理運営について 

８ 松浪コミカフェ管理運営について 

９ 広報委員会からの報告 

１０ 会計からの報告 

１１ 各団体からの報告・共有 

（１）松浪地区社会福祉協議会 

(２) 松浪地区民生委員児童委員協議会

（３）松浪地区老人クラブ連合会 

(４) 松浪地区地域包括支援センターさざなみ

(５) 松浪地区体育振興会

(６) 松浪地区スポーツ少年団
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(７) 汐見台小学校区青少年育成推進協議会 

 

(８) 緑が浜小学校区青少年育成推進協議会 

 

(９) 松浪小学校区青少年育成推進協議会 

 

(１０) 汐見台小学校ＰＴＡ 

 

(１１) 緑が浜小学校ＰＧＴ 

 

(１２) 松浪小学校ＰＴＡ 

 

(１３) 松浪中学校ＰＴＡ 

 

(１４) 松浪学区子ども会連合会 

 

(１５) 食生活改善推進団体 

 

(１６) 浜竹一丁目自治会 

 

(１７) 浜竹二丁目自治会 

 

(１８) 浜竹三丁目自治会 

 

(１９) 浜竹四丁目自治会 

 

(２０) 松浪一丁目自治会 

 

(２１) 松浪二丁目自治会 

 

(２２) 富士見町自治会 

 

(２３) LG富士見町自治会 

 

(２４) 常盤町自治会 

 

(２５) 緑が浜自治会 

 

(２６) 汐見台自治会 

 

(２７) 出口町自治会 

 

(２８) ひばりが丘自治会 
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(２９) 美住町自治会 

 

（３０）公募委員 

 

１２ まちぢから協議会連絡会 

   行政からの依頼事項等について 

別紙のとおり 

 

１３ スケジュールについて 

総会資料事業計画等資料を参照 

 

１４ 閉会 

 

 

次回運営委員会：令和３年１月２０日（水） 
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（案） 
令和２年１２月  日  

松浪地区まちぢから協議会 

委員 各位 

 

松浪地区まちぢから協議会 

会長  前田 積 

 

   令和２年度松浪地区まちぢから協議会臨時総会の開催について（通知） 

 

新春の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

さて、松浪地区まちぢから協議会規約第１４条第３項に基づき、松浪地区まちぢから協議会の令和２

年度臨時総会を次のとおり開催いたしますので、ご多忙の折恐縮ですが、ご出席くださいますようお願

い申し上げます。 

欠席される委員におかれましては、下欄の委任状に必要事項をご記入いただき、ご提出ください。 

なお、議長以外の委員に委任する場合には、委任する委員の氏名をご記入ください。 

臨時総会終了後、引き続き第９回運営委員会を開催いたしますので合わせてご出席ください。 

 

【臨時総会】  

１ 日 時  令和３年１月２０日（水）午前９時３０分より 

２ 場 所  松浪コミュニティセンター ホール１・２ 

３ 議 事  （１）令和２年度松浪地区まちぢから協議会公募委員について 

       （２）その他 

 

 

 

 

 

 

― ― ― ― ― ― ― ― ― キ リ ト リ ― ― ― ― ― ― ― ―  

 

委 任 状 

 

令和３年１月２０日開催の「令和２年度松浪地区まちぢから協議会臨時総会」の決議等一切の事

項を（議長又は           委員）に委任いたします。 

令和  年  月  日 

住所                    

                     氏名                    

お問い合わせ先：松浪地区まちぢから協議会 

茅ヶ崎市総務部市民自治推進課  ８２－１１１１ 
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案　件　名 応　募　期　間 担当課

1

茅ヶ崎市自治基本条例推
進方針（素案）

令和2年11月25日（水）から
12月24日（木）まで

行政総務課

2

茅ヶ崎市市民参加条例の
施行状況に関する検証
（素案）

令和2年11月25日（水）から
12月24日（木）まで

市民自治推進課

3

茅ヶ崎市公文書等管理条
例に基づく利用請求に対
する処分に係る審査基準
（素案）

令和2年11月25日（水）から
12月24日（木）まで

文化生涯学習課

4

みんながつながるちがさ
きの地域福祉プラン２
（素案）

令和2年11月25日（水）から
12月24日（木）まで

福祉政策課

5

第６期茅ヶ崎市障がい者
保健福祉計画（素案）

令和2年11月25日（水）から
12月24日（木）まで

障害福祉課

6

第８期茅ヶ崎市高齢者福
祉計画・介護保険事業計
画（素案）

令和2年11月25日（水）から
12月24日（木）まで

高齢福祉介護課

パブリックコメントの実施を予定している案件について

概　　要

　自治基本条例第３０条の規定に基づき検
証を行い、次期講ずる措置として自治基本
条例に規定された事項を推進するための取
組を掲げた茅ヶ崎市自治基本条例推進方針
について、素案を取りまとめました。

　市民の皆さまから広くご意見等を募集するパブリックコメントについて、現在、実施をしている案件及び実施を
予定している案件についてお知らせいたします。なお、予定している案件は１２月９日現在の予定であり、実際の
実施においては、若干、変更になる可能性がございます。

　老人福祉法第２０条の８及び介護保険法
第１１７条の規定に基づき、「市町村老人
福祉計画」及び「市町村介護保険事業計
画」について、３年を１期とする一体の計
画として策定する必要があります。高齢者
一人ひとりの日々充実した暮らしの実現を
目的としており、計画の策定にあたって
は、多くの方の意見を反映させる必要があ
るため、計画について、素案を取りまとめ
ました。

　市民参加条例の規定に基づき、これまで
の条例の施行状況の検証を行い、検証結果
と令和３年度以降に取り組む改善施策につ
いて、素案を取りまとめました。

　令和元年度の茅ヶ崎市公文書等管理条例
の制定にともない、特定歴史公文書等の利
用の請求に対する利用決定に係る審査基準
について、素案をとりまとめました。

　みんながつながるちがさきの地域福祉プ
ラン２（素案）として、誰もが地域で自分
らしく暮らせるまちの実現を目指した、地
域福祉計画・地域福祉活動計画・成年後見
制度利用促進基本計画の一体計画につい
て、素案を取りまとめました。

　障がい者が暮らしやすいまちづくりを目
指した「第６期茅ヶ崎市障がい者保健福祉
計画」（令和３～５年度）について、素案
を取りまとめました。

令和２年１２月９日

まちぢから協議会連絡会 資料１

総務部 市民自治推進課
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7

不適正排出の改善に向け
た行政指導の実施につい
て（素案）

令和2年11月25日（水）から
　　　 12月24日（木）まで

資源循環課

8

茅ヶ崎みんなの食と元気
と歯っぴぃ計画（素案）

令和2年11月25日（水）から
　　　 12月24日（木）まで

保健所
健康増進課

9

茅ヶ崎市環境基本計画
（素案）

令和2年12月23日（水）から
令和3年 1月21日（木）まで

環境政策課

　　　事務担当　市民自治推進課　協働推進担当
　　　電　　　話　８２－１１１１　（内線２４１４・２４１５）

　環境を取り巻く様々な状況を捉えなが
ら、本市の環境の将来像の達成を目指した
政策や施策を体系的に整備し、令和3年度
を始期とした10年間の計画として、素案を
取りまとめた。

　ごみの不適正排出の改善に向け実施する
行政指導の内容について、素案を取りまと
めました。

　市民の食育・健康増進の推進のため、
茅ヶ崎みんなの食と元気と歯っぴぃ計画
（第３次茅ヶ崎市食育推進計画、第２次
茅ヶ崎市健康増進計画、第２次茅ヶ崎市歯
及び口腔の健康づくり推進計画）につい
て、素案を取りまとめた。
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コミュニティバスのダイヤ改正について 

 

 コミュニティバスは地域に定着しつつありますが、以前から利便性向上や需要に合った運行改善が必

要という課題がありました。今年度運行改善を検討していたところ、４月頃から新型コロナウイルス感

染症の感染が拡大し、緊急事態宣言後に、コミュニティバスの乗車人数は前年と比べ約６割減少しまし

た。現状は、前年比２～３割減となっていますが、この状況に合わせた運行改善の検討を進め、需要に応

じた運行ダイヤへ改正する予定でおりますので、御報告いたします。 

 

１ コミュニティバスの今後のあり方についての課題 

 ・コミュニティバスは利便性向上や、需要に合った運行改善が必要という課題がある中で、新型コロナ

ウィルス感染症が感染拡大し、いわゆる「新しい生活様式」に対応するため、暫定的な対策として、

需要を把握し、需要に見合った運行本数に減らす等の改善をする必要があります。 

 ・以上の内容でコミュニティバスの運行改善を行いたい旨を、令和２年７月１３日に茅ヶ崎市地域公

共交通会議の各委員へ書面で意見を聴取したところ、反対の意見はありませんでした。 

 

２ 各路線のコロナ禍における利用状況の変化について 

・どの路線も、昨年度に比べて乗車人数が４月、５月は半減～６、７割減、６月以降は回復傾向にあり、

７月以降は２割～３割減まで回復していますが、今後もこの状態が続くことが予想されます。 

・どの路線も、休日の利用者数は、平日と比較して減少率が高い傾向があります。 

 

３ 運行改善の方針 

・利便性を確保した運行ダイヤを設定する。 

・三つの密を避けた運行を目指す。 

・需要にあった運行頻度に見直す。 

・利用が極端に少ない時間帯の便を見直す。 

 

４ 各路線の運行状況の調査と分析 

 各路線の便毎乗車人数調査（令和２年７月から９月まで）及び乗降調査（９月）を実施し、分析した結

果、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、需要が低下していることが判明しましたので、この結果に

基づき、コミュニティバスの運行便数の見直しを裏面「運行便数の見直し」のとおり実施する予定です。 

平日は 21％の減便、休日は 24％の減便となります。今後も利用状況を注視し、市民の方々の移動に対

する需要の把握に努めてまいります。 

 

 

 

 

令和２年１２月９日 

まちぢから協議会連絡会 資料２ 

都市部 都市政策課 
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■運行便数の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※中海岸南湖循環市立病院線は、乗車人数は減少していますが、運行便数を見直すことで「三つの密」を

引き起こす可能性があることから、運行便は見直さないという判断に至りました。 

 

５ 茅ヶ崎市地域公共交通会議の結果 

 以上の内容を、令和２年１１月４日に茅ヶ崎市地域公共交通会議の各委員へ書面で協議を行ったとこ

ろ、全委員より御賛同いただきましたので、運行ダイヤを調整の上、令和３年２月１日にコミュニティバ

スの運行ダイヤの改正を行います。 

 

６ 今後のスケジュール 

令和２年 １２月９日（水） まちぢから協議会連絡会定例会報告 

１２月以降 市ホームページで周知開始 

順次バス停に掲示し、周知いたします 

令和３年 １月１日（金） 市広報紙で周知開始 

２月１日（月） 新ダイヤ運行開始 

 

現行

（便）

変更後

（便）

減便数

（便）
減便率

平日＋休日

合計
527 413 114 22%

平日現行

（便）

変更後

（便）

減便数

（便）
減便率

休日現行

（便）

変更後

（便）

減便数

（便）
減便率

中海岸南湖循環市立病院線 26 26 0 0 26 26 0 0

北部循環市立病院線 13 7 6 46% 8 5 3 38%

鶴嶺循環市立病院線

鶴嶺北コース
11 8 3 27% 11 7 4 36%

鶴嶺循環市立病院線

鶴嶺南コース
9 6 3 33% 8 5 3 38%

東部循環市立病院線

松が丘コース
12 10 2 17% 12 8 4 33%

東部循環市立病院線

小和田・松浪コース
6 4 2 33% 6 3 3 50%

合計 77 61 16 21% 71 54 17 24%

休日平日

路線名
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